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件 名 
令和５年度東大和市認定農業者及び認証農業者支援事業補助金交付要綱につい 
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関 

係 
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 規則 

 

 部課 
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１．要 旨 

 令和４年度まで、認定農業者の持続的かつ安定的な農業経営の確立に寄与するための支援を行

ってきた経緯がある。 

ここで、新たに創設した認証農業者についての支援体制が整ったことから、要綱の制定を行う

ものである。 

 （１）主な内容 

   ①認証農業者に関する文言の追記 

   ②補助額の変更 

   ③軽微な文言の修正 

 （２）施行日 

   令和５年４月１日 

 （３）影響及び効果 

本要綱の制定により、市内農業者の農業経営基盤の強化を図り、持続した農業経営を図れ 

る。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和４年２月１日 東大和市認証農業者制度創設 

 ３．留意事項（問題点等） 

  特になし。 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   庁議終了後、速やかに制定の手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


